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介護予防・日常生活支援総合事業第１号通所事業 

（お住まいが、松島町、塩竈市の方） 

重要事項説明書 
スマイルマミー 

 

１ 当事業所が提供するサービスについての相談窓口 

 電話 ０２２－３５３－３５５３  （午前９：００～午後５：００） 

 担当 鶴田 一 

 

２ スマイルマミーの概要 

（１） 提供できるサービスの種類と地域 

名称 スマイルマミー 

所在地 宮城郡松島町松島字東浜４番地 

介護保険事業所番号 ０４７２６００５３５ 

サービスを提供する対象地域 松島町、塩竈市（離島を除く）にお住まいの方 

※ 上記以外の方でもご希望の方はご相談ください。 

 

（２） 当事業所の職員体制 

職名 業務内容 計 

管理者 事業所全体の管理監督  １名 

生活相談員 生活相談、連絡調整など  ２名 （兼務を含む） 

介護職員 日常生活介護全般など  １０名 （兼務を含む） 

看護職員 健康管理、必要時の処置など  ２名 （兼務を含む） 

機能訓練指導員 機能訓練  ２名 （兼務を含む） 

 

（３） 同センターの設備の概要 

定員 月曜日～金曜日 ３５名   

食堂兼機能訓練室 １室 

静養室 １室 

浴槽 一般浴槽（２ヶ所）、個別浴槽（１ヶ所） 

相談室  １室 

 

（４） 営業時間 

営業日 月曜日から金曜日 但し、１２月３１日～１月３日までは除く 

営業時間 月曜日から金曜日  ８：００～１７：００ 

サービス提供時間 月曜日から金曜日 １０：３０～１５：００ 

 

３ サービスの内容 

  送迎  入浴  食事  集団運動  レクリエーション  生活相談  

 

 

 



 

 

４ 料金  

（１）介護予防・日常生活支援総合事業第１号通所事業 

※２割、３割負担の方は、下記の金額の２倍、３倍になります 

・要支援１・事業対象者（月１～４回利用の方） １回当たり ４３６円 

・要支援２・事業対象者（月１～８回利用の方）  １回当たり ４４７円 

・介護職員処遇改善加算Ⅰ            １カ月当たり  所定単位数の５９／１０００加算 

・介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ       １カ月当たり 所定単位数の１０／１０００加算 

・ベースアップ等支援加算              １カ月当たり 所定単位数の１１／１０００加算 

・送迎減算 片道  47円減算 

 

※サービス提供体制加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのいずれかに加算される場合があります。 

・サービス提供体制強化加算Ⅰ１ （要支援１・事業対象者：月１～４回利用の方）   １カ月当たり   ８８円 

・サービス提供体制強化加算Ⅰ２ （要支援２・事業対象者：月１～８回利用の方） １カ月当たり  １７６円 

・サービス提供体制強化加算Ⅱ１ （要支援１・事業対象者：月１～４回利用の方） １カ月当たり   ７２円 

・サービス提供体制強化加算Ⅱ２ （要支援２・事業対象者：月１～８回利用の方） １カ月当たり  １４４円 

・サービス提供体制強化加算Ⅲ１ （要支援１・事業対象者：月１～４回利用の方） １カ月当たり   ２４円 

・サービス提供体制強化加算Ⅲ２ （要支援２・事業対象者：月１～８回利用の方） １カ月当たり   ４８円 

 

（２）実費分（介護保険の給付対象とならないサービス） 

・昼食代  １食あたり                                     ６００円 

・その他  レクリエーションにかかる費用等は自己負担となります。 

 

５ サービスの利用方法 

（１） サービスの利用開始 

 事前に介護専門員とご相談ください。当社職員がご説明にお伺いいたします。 

 契約を結び、サービスの提供を開始します。 

 

６ 緊急時の対応方法 

  サービスの提供中に容態の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救急隊、 

 親族、居宅介護支援事業所等へ連絡をいたします。 

 

     家族緊急連絡先 

氏   名  

住   所  

電話番号  

続   柄  

      

主治医 

病院または診療所名  

医 師 名  

住   所  

電話番号  



７ 非常災害対策 

・ 防災時の対応    デイサービス松島マミーホーム消防計画にのっとり対応します。 

・ 平常時の訓練等   年２回の消防訓練を利用者参加のもと行います。 

・ 防災設備       自動火災報知器７０ヶ所、屋内消火栓１ヶ所、非常ベル３ヶ所、 

誘導灯１１ヶ所、消火器１３ヶ所、避難口２ヶ所、火災報知器 

防火管理者     鶴田  一 

 

８ サービス内容に関する苦情の受付について 

（１） 当事業所ご利用者苦情担当 

    担当  鶴田  一                              電話０２２－３５３－３５５３ 

 

（２）当事業所以外について、各行政機関にも相談窓口があります 

①宮城県国民健康保険団体連合会 介護保険課苦情相談窓口  電話０２２－２２２－７７００ 

②松島町健康長寿課  電話０２２－３５５－０６７７ 

③松島町地域包括支援センター 電話０２２－３５４－６５２５ 

④塩竈市福祉子ども未来部高齢福祉課 電話０２２－３６４－１２０４ 

⑤塩竈市西部地区地域包括支援センター 電話０２２－３６７－０４１４ 

⑥塩竈市北部１地区地域包括支援センター 電話０２２－３６１－３８２２ 

⑦塩竈市北部２地区地域包括支援センター 電話０２２－３６２－１９１１ 

⑧塩竈市南部・東部地区地域包括支援センター 電話０２２－２９０－７１８５ 

 

９ 第三者による評価の実施状況 

0１  あ り 実施日  

評価機関名称  

結果の開示 １  あ り      ２  な し 

0２0  な し  

 

１０ 当法人の概要 

名称  有限会社マミーホーム  

代表者役職・氏名  取締役 鶴田 一  

法人所在地    〒９８１－０２１３ 

  宮城郡松島町松島字東浜４番地 

  電 話 ： ０２２－３５３－３５５３ 

  Ｆ Ａ Ｘ ： ０２２－３５５－１１７２ 

 

施設名称  スマイルマミー 

管理者  鶴田 美華  

施設所在地    〒９８１－０２１３ 

  宮城郡松島町松島字東浜４番地 

  電 話 ： ０２２－３５３－３５５３ 

  Ｆ Ａ Ｘ ： ０２２－３５５－１１７２ 

 

 



  年    月    日 

 

  介護予防・日常生活支援総合事業第１号通所事業の提供開始にあたり、利用者に対して契約書及

び本書面に基づいて重要な事項を説明しました。 

 

事業者 

          所 在 地 宮城郡松島町松島字東浜４番地 

          名 称 有限会社 マミーホーム 

          代 表 者 名 取締役 鶴 田  一          印 

 

説明者 

          氏 名                                印 

  

 

 

私は、契約書及び本書面により、事業者から介護予防・日常生活支援総合事業第１号通所事業につ

いての重要事項の説明を受けました。 

 

利用者 

           住 所                                    

 

           氏 名                              印    

 

請求書及び領収書の送付先 

 

           住 所                                    

 

           氏 名                              印    

 

同意書 

スマイルマミーの職員が、介護支援専門員及び保健医療サービスまたは福祉

サービスを提供するものとの話し合い等により、個人情報を利用することを同意

します。 

                       

氏 名                      印 

利用者氏名（代理人代筆可） 


